
がまごおり

　6月市議会定例会は、6月10 日から22 日までの13 日間の会期
で開き、議案9件と農業委員会委員の推薦を審議しました。
　蒲郡市国民健康保険税条例の一部改正など、主な内容をお知らせ
します。

国民健康保険税の税率等を
改正 ６月定例会

議   案

議会だより H23.8

条
例
の
改
正

　

国
の
病
気
休
暇
制
度
改
正
に

伴
い
、
条
例
を
一
部
改
正
し
関

係
規
定
を
整
理
し
ま
し
た
。
制

度
の
改
正
内
容
は
、
当
初
の
病

気
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
病
気

で
療
養
す
る
必
要
が
あ
る
等
の

特
別
な
場
合
を
除
き
、
そ
の
期

間
の
上
限
を
90
日
と
し
、
結
核

性
疾
患
に
よ
る
病
気
休
暇
の
特

例
を
廃
止
し
ま
す
。
ま
た
、
８

日
以
上
の
病
気
休
暇
を
使
用
し

た
職
員
が
復
帰
後
20
日
に
達
す

る
ま
で
に
再
び
病
気
休
暇
を
取

得
し
た
場
合
は
期
間
が
連
続
し

て
い
る
と
み
な
す
も
の
で
す
。

問　

今
ま
で
、
結
核
性
疾
患
の

● 

市
職
員
の
病
気
休
暇
制
度
の

改
正

病
気
休
暇
の
上
限
が
特
例
と
し

て
１
年
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ

れ
を
廃
止
し
て
も
問
題
が
な
い

か
。

答　

近
年
は
結
核
性
疾
患
も
長

期
の
療
養
を
必
要
と
し
な
い
こ

と
か
ら
、
国
に
お
い
て
特
例
期

間
が
削
除
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に

伴
い
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

一
般
職
の
非
常
勤
職
員
の
育
児

休
業
等
の
取
得
を
可
能
と
す
る

も
の
で
す
。

　

所
有
す
る
資
産
な
ど
が
平
成

23
年
中
に
損
失
を
受
け
た
場
合
、

平
成
23
年
中
に
生
じ
た
損
失
金

額
と
し
て
、
平
成
24
年
度
の
個

人
の
市
県
民
税
の
雑
損
控
除
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
東
日
本
大
震
災
で
損
失

を
受
け
た
場
合
に
は
、
特
例
と

し
て
納
税
義
務
者
が
適
用
を
受

け
る
時
期
を
選
択
す
る
こ
と
で

平
成
22
年
中
に
生
じ
た
損
失
金

額
と
し
て
、
平
成
23
年
度
の
雑

損
控
除
の
適
用
が
受
け
ら
れ
る

と
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
住
宅
借
入
金
等
特
別

税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
て
い

た
住
宅
が
東
日
本
大
震
災
で
住

む
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場

合
で
も
残
り
の
控
除
対
象
期
間

に
住
宅
借
入
金
が
あ
る
と
き
は
、

引
き
続
き
控
除
の
適
用
を
受
け

ら
れ
る
と
す
る
も
の
で
す
。

　

雑
損
控
除
の
対
象
者
は
、
平

成
23
年
度
の
市
民
税
納
税
義
務

者
で
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
、

蒲
郡
市
に
居
住
し
、
１
月
２
日

以
降
に
被
災
地
に
転
出
し
、
住

宅
家
財
等
に
被
害
を
受
け
ら
れ

た
方
と
な
り
ま
す
。

　

住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
の
対
象
者
は
、
被
災
地
に
住

ん
で
い
て
被
災
さ
れ
、
蒲
郡
市

に
避
難
さ
れ
た
方
が
、
平
成
25

年
度
以
降
、
控
除
を
適
用
す
る

住
宅
が
な
く
て
も
残
り
の
期
間
、

借
入
金
が
あ
れ
ば
適
用
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

　

平
成
22
年
は
、
当
市
の
交
通

事
故
死
者
数
は
４
名
で
、
そ
の

う
ち
３
名
が
高
齢
者
で
あ
り
、

ま
た
、
高
齢
者
が
加
害
者
と
な

る
事
故
も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら

守
る
た
め
に
所
要
の
改
正
を
行

い
ま
す
。

　

あ
わ
せ
て
、
市
、
市
民
及
び

事
業
者
が
一
体
と
な
っ
て
飲
酒

運
転
根
絶
の
た
め
必
要
な
措
置

を
講
じ
、
飲
酒
運
転
の
な
い
安

全
安
心
な
市
民
生
活
を
実
現
さ

せ
る
た
め
に
所
要
の
改
正
を
行

う
も
の
で
す
。

　

地
方
税
法
施
行
令
の
改
正
に

伴
い
、
課
税
限
度
額
を
引
き
上

げ
ま
す
。
基
礎
課
税
額
（
医
療

分
）
は
、
現
行
の
50
万
円
か
ら

51
万
円
に
、
後
期
高
齢
者
支
援

金
等
課
税
額
（
支
援
分
）
は
、

13
万
円
か
ら
14
万
円
に
、
介
護

納
付
金
課
税
額
（
介
護
分
）
は

10
万
円
か
ら
12
万
円
に
そ
れ
ぞ

●
総
務
委
員
会
で
の
主
な
質
疑

■６月定例会の日程

10日　本会議
　　　〔会期の決定、
          諸般の報告、
　       議案説明、
          一般質問など〕
13日　本会議〔一般質問〕
14日　本会議〔一般質問〕
16日　総務委員会
17日　経済委員会
20日　文教委員会
22日　本会議
　　　〔委員長報告、
　       質疑、討論、
　       採決など〕

  （
第
36
号
議
案
）

●
市
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得

  （
第
37
号
議
案
）

● 

東
日
本
大
震
災
に
係
る
税
額

控
除
の
特
例

  （
第
38
号
議
案
）

●
交
通
安
全
条
例
の
改
正

  （
第
39
号
議
案
）

● 

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
等

の
改
正

  （
第
40
号
議
案
）
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